
主
な
質
問
と
回
答

【
訴
え
の
提
起
・
提
案
説
明
要
旨
】

町
長　

長
良
川
株
式
会
社（
以
下「
会

社
」
と
い
う
）
が
経
営
す
る
安
八
カ

ン
ト
リ
ー
ゴ
ル
フ
場
は
、
昭
和
40
年

代
に
、
当
町
が
主
体
と
な
っ
て
開
発

さ
れ
、
土
地
の
賃
貸
借
契
約
が
昭
和

48
年
か
ら
始
ま
り
、
昭
和
54
年
に
営

業
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

こ
の
賃
貸
借
契
約
は
、
地
権
者
か

ら
の
申
し
入
れ
で
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
地
権
者
と
会
社
と
の
直
接

契
約
で
は
な
く
、
当
町
が
地
権
者
か

ら
借
受
け
、
そ
れ
を
会
社
に
又
貸
し

す
る
、
３
者
契
約
の
形
態
が
と
ら
れ

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
交

わ
し
た
賃
貸
借
契
約
は
、
本
年
５
月

31
日
を
も
っ
て
期
間
満
了
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
最
終
契
約
期
間
中
に
、

会
社
よ
り
二
度
に
わ
た
り
、
大
幅
な

賃
料
の
減
額
が
申
し
立
て
さ
れ
、
裁

判
所
の
調
停
の
場
で
協
議
を
し
て
き

ま
し
た
。
短
期
間
か
つ
大
幅
な
賃
料

の
値
下
げ
や
、
会
社
経
営
の
不
明
朗

さ
な
ど
に
よ
り
、
地
権
者
か
ら
信
用

失
墜
に
基
づ
く
、
賃
貸
借
更
新
拒
絶

の
強
い
意
思
表
示
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
当
町
は
、

会
社
と
の
契
約
更
新
は
無
理
と
判
断

し
、
最
終
的
に
こ
の
問
題
は
司
法
の

手
に
委
ね
、
そ
の
中
で
解
決
す
る
し

か
な
い
と
判
断
し
、
本
訴
訟
を
提
起

す
る
も
の
で
す
。

長
良
川
株
式
会
社
に
対
す
る
土
地
（
ゴ
ル
フ

場
）
の
明
渡
し
を
求
め
る
訴
え
の
提
起

空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
制
定

個
人
情
報
保
護
条
例
の
改
正

平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

●
訴
訟
費
用　
　
　
　
　
　
　

２
３
１
万
円

●
地
区
集
会
所
改
修
工
事
費　
　
　

57
万
円

●
県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
負
担
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４
５
９
万
円

●
道
路
維
持
経
費　
　
　
　

１
９
２
万
円
減

●
水
田
農
業
構
造
改
革
対
策
事
業　

30
万
円

●
営
農
組
織
支
援
推
進
事
業　
　
　

99
万
円

平
成
28
年
度
一
般
会
計
決
算
の
認
定

平
成
28
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定

平
成
28
年
度
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

決
算
の
認
定

（
追
加
上
程
）

道
路
整
備
事
業
に
係
る
補
助
率
等
の
嵩か
さ

上
げ

措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て

※
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
ど
お
り

　

承
認
し
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
審
査
報
告

【
９
月
13
日 

午
前
10
時
か
ら
開
催
】

総
務
産
建

主

な

審

査

項

目

【
訴
訟
提
起
】

Ｑ　

森
部
・
大
森
地
区
の
ゴ
ル
フ
場

地
権
者
１
２
１
人
は
再
更
新
は
し
な

い
意
思
表
示
を
し
、
貸
し
た
く
な
い

と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
町
長
は
今

回
の
訴
訟
提
起
を
決
断
さ
れ
た
と
思

い
ま
す
。
今
後
の
裁
判
の
過
程
で
、

い
ろ
い
ろ
な
案
件
等
が
出
て
く
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
和

解
、
本
件
訴
訟
の
不
提
起
、
本
件
訴

訟
の
取
下
げ
等
が
あ
り
ま
す
が
、
次

の
３
点
を
質
問
し
ま
す
。

①
賃
料
さ
え
合
え
ば
、
和
解
す
る
の

で
す
か
。

②
ゴ
ル
フ
場
と
し
て
末
永
く
活
用
す

る
た
め
に
裁
判
を
行
う
と
説
明
さ
れ

ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
末

永
く
当
町
が
活
用
で
き
る
の
で
す
か
。

③
訴
訟
費
用
だ
け
が
、
今
回
の
補
正

予
算
で
計
上
し
て
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
、
一
般
会

計
で
支
出
す
る
の
で
す
か
。

町
長　

①
地
権
者
の
方
々
の
意
向
は
、

賃
料
の
問
題
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
良
川
㈱
や
そ
の
社
長
に
対
す
る
不

信
感
が
非
常
に
根
強
く
、
44
年
間
の

中
で
積
み
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
裁
判
の
中
で
、
ど
の
よ

う
に
動
い
て
い
く
の
か
は
、
現
段
階

で
は
推
定
で
き
ま
せ
ん
。

②
未
使
用
地
は
原
状
に
復
し
、
明
渡

し
を
、
コ
ー
ス
は
こ
れ
ま
で
通
り

コ
ー
ス
と
し
て
、
今
後
と
も
活
用
し

て
い
き
ま
す
。

③
一
般
会
計
か
ら
賃
料
を
補
て
ん
す

る
こ
と
は
一
切
な
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
ど
う
い
う
費
用
が
新
た
に
発

生
す
る
か
は
読
め
ま
せ
ん
が
、
最
小

限
に
抑
え
、
そ
の
つ
ど
議
会
の
皆
さ

ん
と
協
議
し
ま
す
。
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